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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】令和1年9月12日(2019.9.12)

【公開番号】特開2019-44319(P2019-44319A)
【公開日】平成31年3月22日(2019.3.22)
【年通号数】公開・登録公報2019-011
【出願番号】特願2018-134296(P2018-134296)
【国際特許分類】
   Ｄ０４Ｈ   1/4374   (2012.01)
   Ｄ０４Ｈ   1/76     (2012.01)
   Ａ６１Ｆ  13/511    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｄ０４Ｈ    1/4374   　　　　
   Ｄ０４Ｈ    1/76     　　　　
   Ａ６１Ｆ   13/511    １００　
   Ａ６１Ｆ   13/511    ３００　
   Ａ６１Ｆ   13/511    ４００　

【手続補正書】
【提出日】令和1年7月30日(2019.7.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱可塑性繊維を有し、第１面側と該第１面側の反対面側である第２面側とを有する不織
布であって、
　繊維が平面方向に配向した、前記第１面側及び前記第２面側の外面繊維層と、前記第１
面側の外面繊維層と前記第２面側の外面繊維層との間に配在し、繊維が不織布の厚み方向
に配向した複数の連結部とを有し、
　前記連結部は、不織布の厚み方向の断面における繊維の縦配向率が６０％以上であり、
　前記第１面側の外面繊維層及び前記第２面側の外面繊維層と前記連結部とは相互に一部
繊維が融着している、不織布。
【請求項２】
　熱可塑性繊維を有し、第１面側と該第１面側の反対面側である第２面側とを有する不織
布であって、
　繊維が平面方向に配向した、前記第１面側及び前記第２面側の外面繊維層と、前記第１
面側の外面繊維層と前記第２面側の外面繊維層との間に配在し、繊維が不織布の厚み方向
に配向した複数の連結部とを有し、
　前記第１面側の外面繊維層及び前記第２面側の外面繊維層と前記連結部とは相互に一部
繊維が融着しており、
　前記連結部が、不織布の厚み方向の高さと、前記第１面側の外面繊維層及び前記第２面
側の外面繊維層の延出方向に沿う不織布の平面方向の幅とを備えた壁面を有し、
　前記連結部は、前記壁面を前記不織布の平面視交差する異なる方向に沿って配して該壁
面の向きを互いに異ならせた２種を有し、
　一の方向に沿う連結部の、前記不織布の厚み方向の断面における繊維の縦配向率が６０
％以上であり、
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　他の方向に沿う連結部の、前記不織布の厚み方向の断面における繊維の縦配向率が６０
％以上である、不織布。
【請求項３】
　前記連結部が、不織布の厚み方向の高さと、前記第１面側の外面繊維層及び前記第２面
側の外面繊維層の延出方向に沿う不織布の平面方向の幅とを備えた壁面を有し、該壁面が
、前記不織布の平面視交差する異なる複数の方向に沿って配されている請求項１又は２記
載の不織布。
【請求項４】
　前記連結部によって囲まれた空間部を有する請求項１～３のいずれか１項に記載の不織
布。
【請求項５】
　前記不織布の厚み方向の断面であって、かつ、前記空間部の中心を通る断面において、
前記連結部の平面方向の長さが、前記第１面側の外面繊維層及び前記第２面側の外面繊維
層の平面方向の長さよりも短い請求項４記載の不織布。
【請求項６】
　前記連結部が、不織布の厚み方向の高さと、前記第１面側の外面繊維層及び前記第２面
側の外面繊維層の延出方向に沿う不織布の平面方向の幅とを備えた壁面を有し、
　前記連結部は、前記壁面を前記不織布の平面視交差する異なる方向に沿って配して該壁
面の向きを互いに異ならせた２種を有し、
　前記連結部は、前記不織布の厚み方向の断面であって、かつ、前記空間部の中心を通る
断面において、一の方向に沿う連結部の断面繊維層の平面方向の長さと、他の方向に沿う
連結部の断面繊維層の平面方向の長さとの差が、２ｍｍ以下である、請求項４又は５記載
の不織布。
【請求項７】
　前記連結部は、前記不織布の平面方向に複数互いに離間して配されている請求項１～６
のいずれか１項に記載の不織布。
【請求項８】
　前記不織布の前記第１面側及び前記第２面側それぞれにおいて、各外面繊維層が複数互
いに離間して配されている請求項１～７のいずれか１項に記載の不織布。
【請求項９】
　前記外面繊維層の離間配置によって前記不織布が凹凸形状を備える請求項８記載の不織
布。
【請求項１０】
　前記連結部は、前記第１面側の外面繊維層及び前記第２面側の外面繊維層の端部同士を
繋いでいる請求項１～９のいずれか１項に記載の不織布。
【請求項１１】
　前記第１面側の外面繊維層及び前記第２面側の外面繊維層は、一方よりも他方の繊維量
が少なくされている請求項１～１０のいずれか１項に記載の不織布。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の不織布を有する吸収性物品。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
（２）前記厚み方向の断面における外面繊維層１及び２の平面方向の長さの画定
　上記厚み方向の断面を有する不織布を平らな平面におき、荷重２．９Ｐaをその不織布
の上に加え、それを断面から観察する。具体的には、不織布を株式会社キーエンス製デジ
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タルマイクロスコープ（ＶＨＸ－９００）の台座に載せる。その不織布の上に目付３００
ｇ／ｍ２の黒い（不織布が白いと判断が容易になるため）厚紙（目付３００ｇ／ｍ２）を
置き、株式会社キーエンス製ＶＨＺ２０Ｒレンズを用いて断面から２０倍で観察すること
によって、前記厚み方向の断面における外面繊維層１及び２の境界を判断することができ
る。
　より具体的には、図５に示すような断面観察において、前記厚み方向の断面を示した繊
維層のうち、台座２０１に接触している範囲を外面繊維層２の平面方向の長さＴ３（又は
Ｔ６）と画定し、それぞれの境界（両端縁）をＳ２と規定する。前記厚み方向の断面にさ
れた繊維層のうち、厚紙２０２に接触している範囲を外面繊維層１の平面方向の長さＴ２
（又はＴ５）と画定し、それぞれの境界（両端縁）をＳ１と規定する。なお、従来のフラ
ットな不織布の場合は断面観察すると通常台座２０１にも厚紙２０２にも、どの断面でも
接触をしている。このときは、Ｔ２およびＴ３（又はＴ５およびＴ６）の概念は存在しな
い。
　また、前記厚み方向の断面を示した繊維層において、連結部３の平面方向の長さＴ１（
又はＴ４）を確定する。本実施形態においては、連結部３は、第１面側Ｚ１の外面繊維層
１及び第２面側Ｚ２の外面繊維層２の端部同士を厚み方向に繋ぐように配在されている。
この連結部３の平面方向の長さＴ１（又はＴ４）は、隣り合ったＴ２およびＴ３の間（又
はＴ５およびＴ６の間）の長さとなる。より具体的には、外面繊維層１及び２の平面方向
における長さの境界（端縁）Ｓ１とＳ２とを厚み方向に伸ばした仮想線間に挟まれる断面
繊維層の平面方向の長さを連結部３の平面方向の長さＴ１（又はＴ４）とする。なお、Ｔ
２、Ｔ３の間（又はＴ５、Ｔ６の間）にＴ１（又はＴ４）の長さが存在しない場合（すな
わち、境界Ｓ１とＳ２とが重なる場合）はＴ１（又はＴ４）の長さは０とする。ただし、
連結部３が外面繊維層１、２に対して垂直な配置に近づくと、図３及び図４に示すように
、連結部３の平面方向の長さＴ１（又はＴ４）は、外面繊維層１，２の平面方向の長さＴ
２とＴ３（又はＴ５とＴ６）とが一部重なる部分の長さとなる。
　それぞれ断面観察により画定される各平面方向の長さＴ１、Ｔ２、Ｔ３（又はＴ４、Ｔ
５、Ｔ６）は、それぞれ４か所測定を行い、平均値をその長さとする。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７４】
（実施例１）
　図１に示す不織布を、繊維径１．８ｄｔｅｘの芯鞘型（ポリエチレンテレフタレート（
ＰＥＴ）（芯）：ポリエチレン（ＰＥ）（鞘）＝５：５（質量比））の熱可塑性繊維を用
い、図７に示す工程を含むエアスルー製造方法によって作製した。これを実施例１の不織
布試料とした。第１の熱風Ｗ１による吹き付け処理は、温度１６０℃、風速５４ｍ／ｓ、
吹き付け時間６ｓ条件で行った。第２の熱風Ｗ２による吹き付け処理は、温度１６０℃、
風速６ｍ／ｓ、吹き付け時間６ｓ条件で行った。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７６】
（実施例２）
　第１の熱風Ｗ１の温度を１４５℃、風速を４０ｍ／ｓとした以外は実施例１と同様の製
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造方法に従い、実施例２の不織布試料を作製した。
　実施例２の不織布試料は、前述の定義に該当する第１面側Ｚ１の外面繊維層１、第２面
側Ｚ２の外面繊維層２及び連結部３を備え、連結部の長さＴ１及びＴ４はそれぞれ、外面
繊維層１の長さＴ２及びＴ５並びに外面繊維層２の長さＴ３及びＴ６よりも短くされてい
た。また、実施例２の不織布試料は、外面繊維層１よりも外面繊維層２の繊維量が少なく
されていた。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
（比較例１）
　前述した特許文献２の図１に示す形状の凹凸不織布を、繊維径１．８ｄｔｅｘの熱可塑
性繊維を用い、同文献の明細書の段落［００３１］に記載の製造工程を含むエアスルー製
造方法によって作製した。これを比較例１の不織布試料とした。第１の熱風Ｗ１による吹
き付け処理は、温度１６０℃、風速５４ｍ／ｓ、吹き付け時間３ｓ条件で行った。第２の
熱風Ｗ２による吹き付け処理は、温度１６０℃、風速６ｍ／ｓ、吹き付け時間３ｓ条件で
行った。
　比較例１の不織布試料では、第１面側の第１突出部及び第２面側の第２突出部はともに
、頂部に丸みのある円錐台形状又は半球状であった。第１面側の第１突出部及び第２面側
の第２突出部、並びに第１突出部と第２突出部との間に介在する環状の壁部について、前
述の（外面繊維層１及び２並びに連結部３の繊維の縦配向率の測定方法）を準用して測定
した。その結果、比較例１の不織布試料における壁部は、本発明の不織布における「繊維
が厚み方向に配向した連結部」ではなかった。
　また、連結部の長さはそれぞれ外面繊維層の長さよりも長く、頂部が丸みをおびて第２
外面繊維層に向かってなだらかに凹凸がある形状であることがわかる。
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